
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

既に提出した所得税の確定申告書の扶養控除等に修正が必要な場合

の修正申告書の作成手順を説明します。 

※ 画面イメージは、実際の画面と異なる場合があります。 

 

 ※ 画面イメージは、実際の画面と異なる場合があります。 

  

 

修正申告書作成マニュアル 

扶養控除等を修正する方で、 

確定申告書データをお持ちの方用 
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1 作成開始 

 

所得税の修正申告書の作成開始までの操作手順を説明します。 

①  「新規に更正の請求書・修正申告書を作成する」を押してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （⇒次ページへ続く） 
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②   「提出方法に関する質問」に回答して、税務署へ修正申告書を提出する際の提出方

法を選択します。マイナンバーカードをお持ちの方は「スマートフォンを使用する」

ボタン又は「IC カードリーダライタを使用する」ボタンを、マイナンバーカードをお

持ちでない方は「e-Tax（ID・パスワード方式）」ボタン又は「書面」ボタンを押しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （⇒次ページへ続く） 
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③  表示されているラジオボタンから、作成する修正申告書の年分に応じてラジオボタン

を選択し、「作成開始」ボタンを押してください。 

この後、先ほど選択した提出方法に応じて、マイナンバーカードの認証や利用者識別

番号の入力等を行ってください。 

※  この操作の手引きでは、「令和７年分」の所得税の修正申告書の「作成開始」を選択

した場合の説明をしています。 
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2 「確定申告書データ読込」画面 

 2.1 確定申告書データ読込 

① 「ファイルを選択」ボタンを押してください。 

② 「アップロードするファイルの選択」などのダイアログボックスが表示されます

ので、読み込んだ「確定申告書データ」（拡張子「.data」形式、事例では令和７年

分所得税の確定申告書のデータ）を選択し、「開く」ボタンを押してください。 

③ ダイアログボックスが閉じ、「ファイル名：」に②で選択したファイル名が表示さ

れていることを確認し、「保存データ読込」ボタンを押してください。 
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2.2 読込内容の確認 

① 読み込んだデータの内容を確認してください。 

② 「次へ」ボタンを押してください。 
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3 「本人情報の確認等」画面 

① 青色申告の承認を受けている場合は、「青色申告の承認を受けている」にチェック

を付けてください。 

※ 読み込んだデータが青色申告で作成されている場合は、あらかじめチェックが

付されています。 

② 「次へ」ボタンを押してください。 
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4 「所得金額等の入力」画面 

【更正の請求・修正申告前の所得金額等の入力】 

① P４「『確定申告書データ読込』画面」において読み込んだデータの所得金額等の

申告内容が表示されますので、読み込んだデータに誤りがないか確認してください。 

② 「次へ」ボタンを押してください。 
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5 「所得から差し引かれる金額の入力」画面 

【更正の請求・修正申告前の所得から差し引かれる金額（所得控除）の入力】 

① P４「『確定申告書データ読込』画面」において読み込んだデータの所得控除の申

告内容が表示されますので、読み込んだデータに誤りがないか確認してください。 

② 「次へ」ボタンを押してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 

 

 

6 「税金の計算に関する入力」画面 

【更正の請求・修正申告前の税金の計算（税額控除等）に関する入力】 

① P４「『確定申告書データ読込』画面」において読み込んだデータの税額控除等の

申告内容が表示されますので、読み込んだデータに誤りがないか確認してください。 

② 「次へ」ボタンを押してください。 
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7 「その他の項目に関する入力」画面 

【更正の請求・修正申告前のその他の項目に関する入力】 

   ① P４「『確定申告書データ読込』画面」において読み込んだデータのその他の項目の 

申告内容が表示されますので、読み込んだデータに誤りがないか確認してください。 

   ② 「次へ」ボタンを押してください。 
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8 「修正項目の選択」画面 

① 下図の①の右側にある、「∨」を押すと選択肢が表示されますので追加訂正等をする

項目を選択してください。 

② 追加訂正等項目の選択終了後、「次へ」ボタンを押してください。 

なお、それぞれの修正画面の入力方法は、以下のリンクをご参照ください。 

 ⇒ 扶養控除・特定親族特別控除を修正する場合 

 ⇒ 配偶者（特別）控除を修正する場合 
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9 「更正の請求・修正申告額の入力」画面（扶養控除・特定親族特別控除を修正する場合） 

① 読み込んだデータの申告項目及び「修正項目の選択」画面等において入力した項目

が表示されます。 

② 扶養控除・特定親族特別控除が入力できるようになりますので、下図の②の「訂正

する」ボタンを押してください。 
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10 「扶養控除・特定親族特別控除の入力」画面  

① 扶養控除・特定親族特別控除の対象とならない方について、「削除」を選択してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （⇒次ページへ続く） 
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② 扶養控除・特定親族特別控除の対象とならない方が、削除されていることを確認し

てください。 

③ 「入力終了」ボタンを押してください。 
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11 「更正の請求・修正申告額の入力」画面の終了 

① 扶養控除・特定親族特別控除の額が修正されます。 

② 配偶者（特別）控除の修正の必要がない場合は、「次へ」ボタンを押すと、「計算結

果の確認」画面が表示されます。「計算結果の確認」画面は、以下のリンクからご確

認ください。 

 ⇒「計算結果の確認」画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ご参考】 

特定親族特別控除の金額は、特定親族の合計所得金額か

ら計算されます。 
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12 「更正の請求・修正申告額の入力」画面（配偶者（特別）控除を修正する場合） 

 ① 読み込んだデータ項目は、既に金額が入力されています。 

② 配偶者（特別）控除の「訂正する」ボタンを押してください。 
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13 「配偶者（特別）控除の入力」画面 

 ① 配偶者の収入金額等を確認し、入力してください。 

 ② 「入力終了」ボタンを押してください。 
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14 「更正の請求・修正申告額の入力」画面の終了 

  ① 配偶者（特別）控除の額が自動的に計算されます。 

② 「次へ」ボタンを押してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ご参考】 

配偶者（特別）控除の金額は、あなたの合計所得金額と、配偶者の合計

所得金額から計算されます。 
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15 「計算結果の確認」画面 

①  修正申告により新たに納付すべき税額が表示されていますので確認してください。 

※  訂正する項目がある場合には、「戻る」ボタンを押すと P12「更正の請求・修正申

告額の入力」画面に戻りますので、該当する項目の「訂正する」ボタンを押して入

力内容を訂正してください。 

②  確認が終わりましたら、「次へ」ボタンを押してください。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

修正申告をしても納付すべき税額が変わらない等の

理由で、更正の請求や修正申告が不要である場合、「次

へ」ボタンではなく、「作成終了」ボタンが表示されま

す。「作成終了」ボタンを押すと確定申告書等作成コー

ナーのトップ画面へ戻ります。 

 

 

  

修正申告により新たに納付すべき税額が表示されます。 

入力内容に誤りが無く、修正申告後の納付すべき税額が

修正申告前の納付すべき税額と同じ場合には、下図のとお

り更正の請求や修正申告が不要である旨の文言が表示され

ます。 
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16 「修正申告によって異動した事項の入力」画面 

①  修正申告によって異動した事項について、入力してください。 

②  入力が終わりましたら、「次へ」ボタンを押してください。 
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17 「財産債務調書の作成」画面  

①  財産債務調書の提出基準に該当する場合は、「12月 31日において合計額が 10億円以

上の財産を保有している。」をチェックし、「入力する」ボタンを押して、「財産・債務

の入力」へ進みます。 

※「更正の請求・修正申告書作成編（確定申告書データをお持ちの場合）」の P20 をご参照ください。） 

②  財産債務調書の提出基準に該当しない場合、「財産債務調書」を手書きなどで別途作

成する場合や、既に提出済みの場合は「次へ」ボタンを押してください。 
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18  「納付方法等の入力」画面 

① 納付方法及び通知方法を選択してください。 

なお、「スマホアプリ納付」又は「コンビニ納付」を選択すると、税務署や金融機

関に出向く必要がない上、手数料も不要です。 

税務務署等の窓口での納付を希望する場合は、「金融機関等での窓口納付」を選択

してください。 

※１ 修正申告により、新たに納付すべき税額は、修正申告書の提出日が納期限と

なりますので、速やかに納付してください。 

※２ 書面で作成する場合は、スマホアプリ納付をご利用できません。 

② 選択が終了しましたら、「次へ」ボタンを押してください。 

 「基本情報の入力」画面へ進みます。 
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19 「基本情報の入力」画面 

① 住所・氏名等【必須】と表示されている項目は、必ず入力してください。 

② 入力終了後、「次へ」ボタンを押してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

郵便番号を入力し、「郵

便番号から住所入力」ボタ

ンを押すと、住所及び税務

署名が自動で入力されま

す。 

 

郵便番号から住所が検索でき

なかった場合は、都道府県及び

市区町村をプルダウンで選択し

てください。 

 

「ご自身が世帯主」ボタンを

押すと、「氏名」欄の名前をコ

ピーして「世帯主の氏名」欄に

表示し、「世帯主からみた続柄」

欄に「本人」と表示します。 

 

 提出先税務署を選択します。 

※ 郵便番号から住所を検索し

た場合などは、自動で表示さ

れます（一部を除く。）。 

住所の続きを入力します。 
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20 「マイナンバーの入力」画面 

画面に表示されている方のマイナンバーを入力し、入力終了後「次へ」ボタンを押し

てください。 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

     

     この画面以降の操作方法については、各画面の案内に従い操作を行ってください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


